
下記、営業 FAX は登録貸金業者を装い、FAX 等により融資の勧誘を行っています。	

※なお、実在する当会員 KAZAMA（株）（千葉県千葉市	日本貸金業協会第 000062 号）とは一切

関係のないことを確認しております。	

	

このような悪質業者からの勧誘などには一切応じないでください。	

もし、悪質業者と知らず契約や問合せをしてしまった場合は、直ちに警察、または日本貸金

業協会の貸金業相談・紛争解決センター、当協会の事務局、各自治体の消費生活センター、

弁護士会などに相談して下さい。	

	

日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター	

電話	 0570-051-051	

全国事業者金融協会	 事務局	

電話	 046-205-0215	

	


